
心の絆 夏のおたより 2018 年 8 月発行

　 ( 第 8 号 )

〒730-0013　広島市中区八丁堀 6-11　グレイスビル 2 F

　　　　　　TEL 082-221-8606・FAX 082-224-5032

　　　　　　　 http ://cocoronok izuna .sakura .ne . jp/

【発行責任者】　特定非営利活動法人

　　　　　　心の絆ネットワーク
　　　　　　  理事長　塚　永 行

● 広島市内の八丁堀電停から歩いて３分と交通の便がよく、

利用料も営利を目的としない場合は 1000 円 / h とお手軽な

研修室です。

定員28名、スクリーンやプロジェク

ターの利用も可能です。

会員の皆様になかなか情報をお伝えできてい

ない状況です。

当面、メールで研修会などの案内をおこない

たいと思っておりますので、ご希望される方

は事務局までご連絡ください。

info@cocoronokizuna.sakura .ne . jp★お申込み・お問合せは

　　　　TEL 082-221-8606 へ

・家族信託勉強会 ( 第3回 ) 9 月 8 日（土） 13：30 ～ 15：30　講師：岩村美嘉　司法書士
　（成年後見と信託）

・改正民法について　10 月 21 日（土）13：30 ～ 15：30　講師：谷脇裕子　弁護士

・もめない相続 　 11 月 10 日（土）13：30 ～ 15：30　講師：畑山　税理士

これからの勉強会・セミナーの予定

　「成年後見制度」は、認知症や障害などにより判断

能力が十分でない人の財産や権利を守ることができ

ます。しかし、後見制度を利用すると公務員や警備

員等約200 の職業に就けなかったり、税理士や会計

士、医師、弁護士などの資格を失ったりします。また、

会社の役員や各法人の理事にも就けなくなります。

　この制度のデメリットを知らされないまま、不意

打ちのように仕事や資格を失う利用者も少なからず

おられ、その現状を鑑み、法案では、この欠格条項

が削除されます。今後は、後見制度を利用する人の

能力を見て、仕事ができるかどうかの判断をするた

めに、仕事ごとに審査規定を設ける予定になってい

ます。

事故や病気などで脳が損傷され、話す、考える、覚える、集中する、感情のコントロールが難しくな

り、生活に支障をきたす状態。日常生活や社会復帰に大きな支障になっているにも関わらず、一見し

ただけではわかりにくいため、本人や家族、周囲の人たちからも、これが脳の損傷の後遺症によるも

のなのか、この症状にどう対応すればよいか等なかなか理解されにくいのが現状です。

全国に 32 万人以上（平成 28 年厚生労働省）いると推定されています。

【会 場】   研修ルーム SEEDS ( シーズ )

　　　中区八丁堀 6-11 グレイスビル 2F

【受講申込み】   ご都合のいい窓口でお申し込みください。

 TEL：082-221-8606　

 FAX：082-224-5032

メール：H P ( ホームページ ) 末尾にある「メールでのお問合せ」から

          http ://cocoronokizuna.sakura .ne . jp

研修ルーム SEEDS のご利用案内 ＜事務局よりお願い＞

■ 成年後見制度　「欠格条項」廃止へ

「高次脳機能障害 ( こうじのうきのうしょうがい )」とは？

　療養看護等に関する親族の寄与を考慮する制度が

新設されました。

　被相続人（亡くなった人）の親族（たとえば、長

男の嫁）が療養看護等に貢献して、療養費等の節減

に寄与した場合には、相続人に対して、特別寄与料

の支払いを請求することができるようになります。

　特別寄与料の額は当事者間の協議により定めるの

が原則ですが、協議が調わないときは、家庭裁判所

に協議に代わる処分を求めることになります。

　したがって、看護をしている人は、看護ノート等

をつけて、看護の実情がわかるものを記録として残

しておくことをお勧めします。

■ 改正民法　「特別の寄与」

豆 知 識

ト ピ ッ ク ス

① 清水税理士と高村さん（右）

① 清水税理士と高村さん（右）

① 清水税理士と高村さん（右）
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終活フェアにおいて心の絆ネットワークが出展。

昨年同様、安佐北支部メンバーがシフトを組んで無料相談を行いました。

相続、遺言書などの相談があり、畑山先生や桑田先生が隣に居て下さり心強

かったです。

近隣の顔なじみの方もいらっしゃり、よもやま話などもお聞きしました。

月２回の「市民後見人による後見人制度の相談会」も継続しています。

    3.18

フジグラン高陽

終活フェア
＝無料相談会＝

連日の猛暑の中、皆さまにおかれましては体調管理は大丈夫でしょうか。

このたびの豪雨災害によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心から

お祈りいたしますとともに、ご遺族の皆さまに心からお悔やみ申し上げ

ます。また、被災された方々の早期の回復を念ずるとともに、心からお

見舞い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
平成 30 年８月

                                       心の絆ネットワーク　理事長　塚　永 行


